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四万十看護学院学則 
 
 
 

第１章 総 則 

 
（目 的） 

第１条 本校は、看護の仕事を志す学生に対し、豊かな情操と科学的知見を与えると 
ともに専門職に必要な知識と技術を授け、もって社会の発展に寄与する人材を養成 
することを目的とする。 

 
（名 称） 

第２条 本校は、四万十看護学院と称する。 
 
（位 置） 

第３条 本校は、高知県四万十市有岡字石場２２５２番１に置く。 
 
（自己点検・評価） 

第４条 本校は教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため教 
育活動等の状況について自ら点検評価を行うものとする。 

 
 

第２章 課程・学科・修業年限・定員・学期及び休業日 

 
（課程・学科・修業年限・定員） 

第５条 本校の課程・学科・修業年限並びに定員は次のとおりとする。 
 

課程名 学科名 修業年限 入学定員 総定員 

医療専門課程 看護学科 
（３年課程） ３年 ４０名 １２０名 

 
（学年・学期） 

第６条 本校の学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。   
２ 本校の学期は、次のとおりとする。 

前  期   ４月１日から９月３０日まで 
後  期   １０月１日から３月３１日まで   

３ 校長が必要と認めた場合は、前項の区分を変更することができる。 
 
（休業日） 

第７条 本校の休業日は次のとおりとする。 
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(1) 日曜日及び土曜日  
(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年 法律第 178 号）に規定する休日 
(3) 季節休業日 （９週間） 

  夏季休業日 ５週間 
  冬季休業日 ２週間 
  春季休業日 ２週間 
２ 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認める場合は、臨時に休業を行い、ま

た、休業日に授業を行うことができる。 
 

 

第３章 教育課程・単位計算方法・授業時間数 

・始終業・履修方法及び単位の認定 

 
（教育課程） 

第８条 本校の教育課程に係る授業科目、単位数（時間数）及び履修年次等は、別表１ 
のとおりとする。 

 
（単位計算方法） 

第９条 本校の授業科目の単位計算方法は、以下のとおりとする。 
(1)  講義については、１５～３０時間をもって１単位とする。 
(2)  演習については、１５～３０時間をもって１単位とする。 
(3)  実習、実験、実技については、３０～４５時間をもって１単位とする。 

 
（授業時間数・始終業） 

第１０条 本校の行う各科目の授業は１００分を基本とし、これを２時間の授業と算定 
する。  

 始業時間は８時５０分からとし、終業時間は１６時３０分とする。 
 実習は１日８時間を超えないものとする。 
２ 但し、必要により変更することがある。 
 
（履修方法） 

第１１条 各科目の履修方法は本学則に定めるもののほか別に定める。 
 
（単位の認定） 

第１２条 当該科目の授業に必要な時間数を出席し、その評価に合格した者に単位を 
認定する。 

２ 前項の単位認定の方法等について、必要な事項は別に定める。 
３ 試験の評価は、１００点満点中６０点以上をもって合格とする。 
        
 （既修得単位の認定） 
第１３条 本校へ入学する以前に放送大学やその他の大学もしくは高等専門学校又は 
他の医療関係職種の学校・養成所等において以下の資格に係る学校もしくは養成所で、 
指定規則別表３及び３の２に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した 
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者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、 
本校における教育内容に相当するものと認められる場合には、総修得単位数の２分の 
１を超えない範囲で本校における履修により修得したものとみなし、所定の単位を認 
定することができる。 

 

第４章 入学・休学・復学・退学・進級・卒業・在学期間・資格・称号の授与 

 
（入学資格） 

第１４条 本校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
 (1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 
 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 
 (3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる 

者で文部科学大臣の指定したもの 
 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外 

教育施設の当該課程を修了した者 
 (5) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第３号及び第 

４号の規定により文部科学大臣の指定した者 
 (6) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等 

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学

入学資格検定規程）（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合

格した者を含む。） 
 
（転入学及び転学） 

第１５条 他の専門学校に 1 年以上在学し本校に転入学を志願する者があるときは、選 
考のうえ、入学を許可することがある。 

２ 転学をしようとする者は、別に定める転学願にその理由を記載して、保証人と連署 
のうえ校長に提出し、その許可を受けなければならない。 
 
（入学志願手続き・入学者の選考・入学許可） 

第１６条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。 
 (1) 本校に入学をしようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載し、 
  第２６条の入学検定料を添えて、指定期日までに校長宛出願しなければならない。 
 (2) 前号の手続きを終了した者に対して、別に定める入学者選考を行い合格者の決 

定をする。 
 (3) 合格者は、所定期日までに第２６条に定める入学金等を納入し、保証人が連署 

した誓約書等を提出しなければならない。 
 (4) 前項の手続きを行った者に対して、入学を許可する。 
  
（休学・復学） 

第１７条 病気その他やむを得ない事由によって、90 日以上修学することができない 
場合には、その事由を記し、病気のときは別に診断書を添えて休学願を提出し、校長 
の許可を受けなければならない。    

２ 前項の休学期間は１年を超えることはできない。但し、特別の理由がある場合は、 
１年を限度として休学期間の延長を認めることができる。    
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３ 休学期間は通算して３年を超えることはできない。 
４ 復学する場合には、復学願を提出して校長の許可を受けなければならない。 
５ 休学期間は在学期間に算入しない。 
 
（退学） 

第１８条 退学又は転学をしようとする者は、その理由を記載して、保証人と連署のう 
 え校長に提出し、その許可を受けなければならない。 
 
（進級・卒業・在学期間） 

第１９条 各学年の進級は次の各号に掲げる事項のすべてに該当されたものについて 
校長が行う。 
(1)当該年次に履修すべき授業科目の単位をすべて修得すること 
(2)授業料等の納入を完了していること 

２ 卒業の認定は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当されたものについて校長が 
行う。 
(1)第８条に定める教育課程の単位をすべて修得すること 
(2)授業料等の納入を完了していること  

３ 卒業を認定された者に卒業証書を授与する。 
４ 進級または卒業することができない者の在学期間は、修業年限に２を乗じた期間を 
超えることはできない。 

 
（資格取得） 

第２０条 本校を卒業した者は、「保健師助産師看護師法」に定める「看護師国家試験 
受験資格」が与えられる。 

 
 （称号の授与） 
第２１条 本校の卒業者に対し、その卒業者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学 
習の振興に資することを目的として、｢専修学校の専門課程の修了者に対する専門士 
及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年文部省告示第８４号）｣により、 
「専門士」の称号が与えられる。 

 

第５章 教職員 

 
（教職員） 

第２２条 本校に次の教職員を置く。 
 

部 署 配置数 
校   長 １名 
副 校 長 １名 
教 務 主 任 １名 
実習調整者 １名 
専 任 教 員 ６名以上 
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講師（兼任教員） ２０名以上 
事 務 長 １名 
事 務 職 員 １名以上 
校   医 １名 

２ 校長は所属教職員を指導監督し、校務全般を統括する。 
３ 副校長は校長の命により校長の職務を補佐し、校長が不在の時はその職務を代行 
する。 

    
 

第６章 会 議 

 
（会議） 

第２３条 学校の円滑な運営と教育内容の充実を図るため学校運営会議等必要な会議を 
設ける。 

２ 前項の会議の種類、内容及び運営については別に定める。 
 
 
 

第７章 健康管理 

 
（健康管理） 

第２４条 本校に保健室を設置し、学生及び教職員の健康管理を行う。 
２ 健康診断は、年１回以上、別に定めるところにより実施する。 
 
 
 

第８章 図書室 

 
（図書室） 

第２５条 本校に図書室を設置し、学生及び教職員の利用に供し、専門職としての知識、 
技術、教養等の向上を図る。 

２ 図書室の管理運営については、別に定める。 
 
 
 

第９章 入学検定料・入学金・授業料等納入金 

 
（納入金） 

第２６条 入学検定料、入学金、授業料等の納入金は別表２のとおりとする。 
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（納入金の納期） 
第２７条 在学中は、出席の有無にかかわらず別表２による授業料等を納入しなければ 
ならない。 

２ 授業料等の納期は毎年、前期・後期の２回に分け、前期は３月３１日、後期は９月 
３０日までに納入しなければならない。 

 
（授業料等の特例） 
第２８条 経済的理由により納付することが困難であり、かつ、学業優秀と認められる 
者、その他やむを得ない事情があると認められる者について、授業料等の全部もしく 
は一部を免除し、または徴収を猶予することができる。 

２ 授業料等の免除については別に定める。 
 
（特別な期の場合の授業料等） 

第２９条 留年、休学、停学、退学を命ぜられた場合においても、その事象の発生した 
日に属する期の授業料等は徴収する。 

 
（返還） 

第３０条 第２６条による納入金は、一旦納入した後には返還しないものとする。 
２ 授業料、実験実習費、施設維持費については納入した者が、入学年度の前年度の 3 
月 31 日までに入学を辞退した場合において、納入した者から返還の申し出があった 
場合は、第 1 項の規定にかかわらず、当該納入金を返還するものとする。 

３ 在学生が納付金の納期以前に退学又は休学をした場合は、納入した者から返還の申

し出があった場合は第 1 項の規定にかかわらず、当該納入金を返還するものとする。 
 
 
 

第１０章 賞 罰 

 
（褒賞） 

第３１条 校長は、成績優良にして他の模範となる者に対し褒賞することができる。 
 
（懲戒） 

第３２条 校長は、教育上必要と認める者に対し懲戒することができる。   
２ 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 
３ 前項の退学は次の各号の一に該当する者とする。 
 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 
 (3)正当な理由がなくて出席が常でない者 
 (4)学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
 (5)正当な理由がなく所定の納入金を期限内に納入しない者 
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第１１章 寄宿舎 

（寄宿舎） 
第３３条 本校に寄宿舎（女子寮）を設置して遠隔地の学生の修学の利便を図り、生活 
と学習を充実させる。 

２ 寄宿舎の管理運営については別に定める。 
 
 
 

第１２章 防 災 

 
（防災） 

第３４条 火災等の災害を予防し、人命の安全と被害の防止につとめる。 
２ 防災については別に定める。 
 
 
 

第１３章 個人情報の保護 

 
（個人情報保護） 

第３５条 本校は個人情報の適正な取り扱いを確保するために、必要な措置を講じる。 
２ 個人情報の保護について必要な事項は別に定める。 
 
 
 

第１４章 施行細則 

 
（施行細則） 

第３６条 この学則の施行に関し、必要な事項は施行細則として別に定める。 
 
 

附 則 
この学則は、平成２５年４月１日より施行する。 
 
   附 則 
この学則は、平成２７年４月１日より施行する。 
 
   附 則 
この学則は、平成２８年４月１日より施行する。 
 
   附 則 
この学則は、平成２８年１１月１日より施行する。 
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   附 則 
１ この学則は、令和４年４月１日より施行する。 
２ 令和３年度以前に入学した者の卒業要件は、第 8 条の規定にかかわらず、なお、 
従前の例による。 


